
＜講師プロフィール＞
1971年、愛知県岡崎市生まれ。老舗木材会社出身の異色のブラ
ンディングプロデューサー。材木屋時代に、社内ベンチャーで
行った家具ブランドが全国で話題となり、その後海外でも展開を
行う。2006年、地域を元気にする事を目的に元気創造集団 株式
会社DDRを設立。2007年、地域ブランド・サムライ日本プロ
ジェクトを立ち上げ、話題に。同年には、経済産業省の「地域中
小企業サポーター」に委嘱。社員を巻き込む独自の実践的なブラ
ンド理論を確立して、年間100回以上の講演・セミナーを行い、
500以上の中小企業のブランディングに携わっている。2011年、
月刊ビジネスチャンス「日本を変える起業家100人」に選出。
FM Aichのラジオ番組でメインパーソナリティーを務めている。
現在、活動の幅を広げ、日本各地の中小企業、地域のブランド化
に力を注ぎ、地域の元気を創造する事をライフワークとして活躍
している。さつま町独自の地域ブランド「薩摩のさつま」の立ち
上げ時から自身の経験や知見を活かし、アドバイス等により携
わっている。

薩摩のさつまブランド認証条件

実践型セミナー参加事業者募集

主催：薩摩のさつまブランド推進協議会 ／ 協力：ＪＡ北さつま、さつま町商工会 ／ 事務局：さつま町商工観光ＰＲ課、（一社）さつま町観光特産品協会

ブランドとは消費者との約束の証である
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【Ｒ５鹿児島県地域振興推進事業】

⿅児島県薩摩郡さつま町は、まさに「薩摩のさつま」
さつま町でうまれ、独自の認証基準を満たし、自信を持っておススメできるものが、薩摩のさつまブランド。
じょじょん熱い想いを込めて九州・薩摩から届けます。

薩摩のさつまは、商品のブランド認証だ
けでなく、垣根を越え、認め褒め合い支
え合う文化を通じて、愛着と誇りを持て
るさつま町の未来の実現に向けたムーブ
メントを目指しています。

【お問い合わせ先】
さつま町役場商工観光PR課
TEL       ０９９６-５３-１１１１（内線２２８４）
E-mail shoko-kanko@satsuma-net.jp

【申込方法】
お申込は裏面の申込欄に必要事項をご記入
の上、メールにて送付、もしくは役場商
工観光PR課窓口に直接ご持参ください。

全５回※過去受講事業者も可
受講料無料／参加条件有
（日程並びに参加条件は裏面に記載）

令和５年度さつま町地域ブランド検討会

7月 月11〜Ｒ5． Ｒ５．

事前申込制
※１事業者２名まで。定員に達し次第締切

会場 さつま町役場別館３階大会議室

〆切 6月 日30 （金）



◎当セミナーは、以下の条件を満たした事業者の方のみ参加可能。

◎「薩摩のさつま」ブランドへの認証要件
・上記参加条件を満たし、かつ薩摩のさつまブランド推進協議会の承認を得た商品
・今年度の当セミナーの全ての回に意欲的かつ積極的に参加した事業者であること
※既に商品の認証を受けており、新たに認証を受けたい商品がある場合もセミナーにご参加ください。

【注意事項】
・認定を受けられるのは、当該年度に１業者１つの商品のみとなります。
・参加者間の和を乱すような言動等は慎むこと（退室・退会いただく場合もあります）
・関係法規等の遵守、公序良俗に反するものでないこと。
・政治宣伝・選挙運動関連、宗教、スピリチュアル的なものでないこと。

また、それらの勧誘行為が見受けられた場合は退会いただきます。
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①説明・講演会
・ブランドの基本
・薩摩のさつま

ブランドについて

②セミナー
・効果的な商品の

こだわり作成方法

③セミナー
・効果的な商品の

こだわりの
添削・指導

④セミナー
・プレスリリースや

SNSによる
販売促進方法

⑤認定品発表会
・ブランド認証
・講演会

※各回の時間については若干変更になる可能性もあります

参加条件 確認欄

１. 大切にしたい「想い」について
（１）さつま町に愛着があること

２. 逸品について

（１）商品は事業者の代表する逸品であること

（２）他人に自慢してもらえる／おすすめしてもらえる商品であること

（３）さつま町ふるさと納税返礼品の登録商品（登録予定を含む）であること
【ふるさと納税返礼品登録条件】

①さつま町内において生産されたものであること
②さつま町内において商品等の製造、加工その他の行程のうち主要な部分を

行うことにより相応の付加価値が生じているものであること

３. その他
（１）一般社団法人さつま町観光特産品協会に入会しており（入会予定を含む）し、

認証品を広く販売していく意向があること

（２）自己負担が発生する可能性があるため、出費について了承していること

（３）注意事項の内容について了承し、かつ該当しないこと

申
込
欄

事業所名

参加者名

電話番号

メールアドレス ＠

認証を受けたい商品


